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令和４年度 福祉サービス第三者評価結果 

≪基本情報≫ 

 

対象事業所名 たかすな保育園 

経営主体(法人等) 社会福祉法人 ユーカリ福祉会 

対象サービス 認可保育所 

設立年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

定員（利用人数） 113 名 

事業所住所等 藤沢市辻堂西海岸２丁目 12-1 ／ 電話番号 0466-86-7676 

職員数 常勤職員 26 名 ・ 非常勤職員 14 名 

評価実施年月日 令和 4 年 11 月 7 日・8 日 

第三者評価受審回数 1 回   

実施評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

≪実施方法≫ 

評価項目 標準となる評価基準 

自己評価実施 期間：令和 4 年５月 1 日～令和 4 年 9 月 7 日 

 １．各自評価項目に沿って自己評価を実施。 

２．それを基にクラス単位を基本としたグループで各チーフを基に話し合い評

価を行う。 

３．その後乳幼児のリーダー・主任・副主任が話し合い、現場の評価を基に幹

部職員が園の評価を行う。 

利用者調査 

 

期間：令和 4 年 9 月 7 日～令和 4 年 9 月 30 日 

利用者（保護者）アンケートを実施 

 

＜理念＞ 

●社会福祉法人ユーカリ福祉会が運営する保育園は児童憲章の精神を基本理念とし、子どもの人権と個性 

を尊重し、自然を愛し、科学と芸術を学び、道徳的心情が培われる保育を推進していく。 

●子どもたちを、個性と能力に応じて教育し、社会の一員としての責任を自主的に果たすように導き、 

また虐待や酷使、放任、その他不当な扱いから守り、愛とまことによって人類の平和と文化に貢献する 

子どもたちを育て導くために、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福のために、すべ 

ての叡智を結集し、保育として具現化することを法人の使命とする。 

●ユーカリ福祉会は、創設以来、保護者や行政と力をあわせながら地域の子育ての良きパートナーとし 

て、保育の様々な機能を最大限に生かし多様なニーズに応えてきた。今後も“子どもの最善の利益”のた 

めに、児童の福祉を積極的に推進し、合わせて地域における家庭支援も行っていく。 

●児童の福祉を積極的に推進するために、職員は豊かな愛情を持って保育にあたり、児童の処遇向上の 

ために知恵と力を出し合い、また知識や技術の向上に努め、地域の子育て支援のために、常に社会性と 

良識を研鑽するものである。  
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＜基本方針＞ 

１．ユーカリ福祉会の理念に基づき、食農保育、自然を大切にする保育を積極的に取り入れ、子ども自身

が自主的・主体的に活動できる環境を整えていきます。また子どもの最善の利益のため保護者との連

携・協働、地域との連携を大切にして安心できる保育園、信頼できる保育園を目指します。 

２．藤沢市の豊かな自然を子どもたちが享受できるような取り組みをし、食農体験を通して、古き良き時

代の食文化を伝え、自然の恵みを大切にしてくれる子どもを育てていきます。保育園が地域との連携を

積極的にとることにより、子ども達と地域の人が触れ合う機会を増やし、地域の中の子どもとしてのつ

ながりや、子育てをキーワードとする『支え・支えられる』地域のつながり作りをしていきます。 

３．乳児については担当制保育（少人数制グループ保育）を行い、子ども達が安心して園生活を送れるよ

うに、基本的な生活習慣の確立、保護者との良好な関係づくりを目指します。幼児クラスは、年齢別保

育をベースに発達に応じたコミュニケーションづくりを大切にした異年齢混合保育を取り入れ社会性を

育てます。また幼児クラスの小部屋を活用して子どもの自主性・意欲・継続性を大切にしていきます。

また各年齢「食」を大切にした保育を行っていきます。 

＜保育目標＞ 

豊かなこころと 丈夫なからだ 生きる力のある子ども 

●心身共に健やかで笑顔が輝く子 

●自分で考え、行動できる子 

●自分を大事に、友達を大事にできる子 

＜たかすな保育園の特徴的な取り組み＞ 

１．食農保育の取組み 

２．自然とのふれあい 

３．コーナーあそびの取組み 

４．異年齢交流等を大切にした保育 

５．地域育児支援の実施 
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≪総合評価≫ 

 

【たかすな保育園の概要】 

●たかすな保育園（以下、当園という）は、社会福祉法人ユーカリ福祉会（以下、法人という）の運営であり、

千葉県、東京都、神奈川県で 12 の保育園を運営し、それぞれ地域性を生かしながら個性豊かな保育園を展開し

ています。当園は、藤沢市立保育園の民営化により、平成 28 年 4 月 1 日に「社会福祉法人ユーカリ福祉会たか

すな保育園」としてスタートし、旧公立保育園の中で１番園庭が広い保育園だったため、保護者の希望もあり、

広い園庭があります。駐車スペースも３台分保有しています。園近隣には辻堂海岸（辻堂海水浴場）や辻堂海浜

公園等があり、空の広がり、澄んだ空気の環境下に恵まれ、散歩の機会を多く取り入れ、体作りや自然との触れ

合いを大切にした保育を展開しています。 

 

●当園の園庭はとても広く、園庭の周囲に畑・田んぼのスペースを設け、梅や柿等の実のなる樹も植栽され、梅

干し、梅ジュース、干し柿等を作ったり、味噌作りも行う等、日本の伝統的な食文化の伝承にも努めています。

畑では季節の野菜等を栽培し、収穫物を利用してクッキング保育を行い、積極的に食育・食農教育につなげてい

ます。子どもたちはクッキング保育の体験を親に話し、一緒に家庭で作ったという話も報告されています。子ど

もたちは園庭の樹木の間を走り、四季折々の自然を感じながら遊びを楽しんでいます。 

 

●活動では、「食農活動」に力を入れ、「食」と「農」への関心を高め、種・苗から作物を育て・収穫をし、食べ

る一連の流れを体験し、この過程を通じて改めて食の大切さと、生き物をいただく理解を深め、感謝の気持ちが

持てるようにしています。また、法人の保育方針である「どろんこ遊び」や「コーナー保育」等、担当制保育を

導入し、充実した保育に努めています。 

 

≪特徴や今後期待される点≫ 

１．【食農保育の取り組み】 

当園は、広い園庭の周囲等を活用して畑や田んぼを設け、お米や野菜を栽培し、園庭で実る果物等の収穫物を

利用したクッキング保育を実施し、「食」への意欲を高める取組みを行い、園庭の樹木を生かしたジャム作りや、

梅干し作り・梅ジュース作り、味噌作り等を実践し、日本古来の食の伝承を子どもと共に行っています。食農保

育では、栽培・収穫・食すという一連の活動を通して「いのちの糧」としての作物を得、食文化を自然の循環の

中に知ります。子どもたちはこれらの体験を通して、食するためには、そこに育むという営みや食料としていく

多くの作業が存在していることに気付き、楽しみながら学んでいます。また、子どもたちの解放的な空間となり、

全身で泥の感触を体感できます。子どもたちは一日の生活の流れの中で畑や田を身近に感じ、視界の中にいつも

自然に入ってくるような保育を実践しています。 

 

２．【自然を生かした保育】 

当園では、子どもの「遊びたい」という意欲を尊重し、自主的な泥んこ遊びや水遊び、園庭遊び等を大切にし

ています。自然豊かな園庭では虫を探したり、木の実や自然物を活用した遊び等をのびのびと展開し、保育室で

は虫の飼育を通して、世話や成長観察の体験から命の学びも経験しています。園周辺には海や公園等、自然に恵

まれた環境を生かし、散歩の機会も多く取り入れ、丈夫な身体作りや四季折々の自然との触れ合いを大切にし、

感性、五感、創造力、表現力を育んでいます。 
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３．【子どもの気持ちに添った遊びの提供】 

幼児の保育室は、２階の各保育室内にロフトスタイルで小部屋が造られており、それぞれのクラスに行き来で

きる連絡通路が設置されています。各々の小部屋では遊びのルールを設け、少人数で好きな遊びを集中して楽し

むことができるようになっています。小部屋付きの保育室はユニークな発想であり、子どもたちの秘密基地とし

て限りない夢と工夫が生まれ、子どもの成長にとって夢の空間を提供しています。保育士は、小部屋への上り下

りを含め、安全を確認しつつ、工夫して遊べるように援助しています。乳児保育室ではコーナーを作り、子ども

たちが遊びを選択し、じっくり遊べる環境作りが成され、工夫が施されています。 

 

4．【子どもの姿を大切にした異年齢交流】 

日常の遊びや生活の中で、自然の姿の異年齢の関わりを大切にし、労わりや憧れの姿が育つよう取組んでいま

す。兄弟での関わりからクラス全体への広がりの中、大きい子も小さい子も表情豊かな様子が見られます。この

異年齢交流にも小部屋は大きな役割を果たしています。小部屋の通路を行き来することで、異年齢が自然な形で

交流できています。また、支援を必要とする子も可能な限り一緒に保育を行い、共に育ち合うことを大切にして

一緒に遊びます。現在は新型コロナウイルス禍（以下、コロナ禍）のため異年齢交流を見合わせていますが、ア

フターコロナの際はのびのびと交流する子どもたちの姿が期待されます。 

 

５．【地域の育児支援への取組み】 

当園では藤沢市の一時預かり事業を実施しており、保育園入所対象外の就労している家庭の支援や、家庭で育

児している保護者のリフレッシュ支援等、地域の子育て親子に育児支援を行っています。また、地域にある公民

館の育児支援講座等へ保育士の講師派遣を行い、地域の育児支援に尽力しています。 
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福祉サービス第三者評価結果 

＜標準となる評価基準＞ 

 

第三者評価受審施設 たかすな保育園 

評価年度 令和 4 年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

＜共通評価項目（45 項目）＞ 

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 

【１】～【９】 

Ⅱ 組織の運営管理 

【10】～【27】 

Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 

【28】～【45】 

「理念・基本方針」「経営状況の把握」

「事業計画の策定」「福祉サービスの

質の向上への組織的・計画的な取組」 

「管理者の責任とリーダーシッ

プ」「福祉人材の確保」「育成・運

営の透明性の確保」「地域との交

流、地域貢献」 

「利用者本位の福祉サービス」

「福祉サービスの質の確保」 

<内容評価項目（20 項目）＞ 

 

※「標準となる評価基準」で示す判断基準「A・B・C」はランクやレベル付けではありません。

判断基準はより望ましい水準に向けた「到達状況」を示すものであり、評価「B」が標準的とし、

特に良い内容、秀でた内容は「A」で示しています。「C」については「伸びしろ」とし、更なる

努力を期待するものとします。 

 

共通評価Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 

 

１ 理念・基本方針 

（１）理念、基本方針が確立・周知されている 

【1】 Ⅰ-1-（1）-①  理念、基本方針が明文化され周知されている 

評価結果 B 

評価の理由 

法人が運営する全保育園で、法人の理念・方針を園の理念として掲げています。理念は、法人創始者（倉田

裕子氏）の熱い想いが詰まった内容であり、思いを重ね、子ども・保護者・地域、職員に対する法人全体の根

幹となっています。理念、方針はホームページ・パンフレット等で周知し、保護者へは懇談会や園だより等で

説明を行い周知しています。職員には法人本部で周知を図り、年度初めの職員会議や園長との面談でも話し合

う機会を持っています。さらに、理念・方針が十分に理解・浸透するまで話し合う機会を設けていかれること

を期待いたします。 

 

A-１ 保育内容 ①～⑯ A-２ 子育て支援 ⑰～⑲ A-３ 保育の質の向上 ⑳ 

「全体的な計画の作成」「環境を通し

て保育、養護と教育の一体的展開」「健

康管理」「食事」 

「家庭との緊密な連携」「保護者

等の支援」 

「保育実践の振り返り（保育士等

の自己評価）」 
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２ 経営状況の把握 

（１）経営環境の変化等に適切に対応している 

【2】 Ⅰ-2-（1）-①  事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている 

評価結果 A 

評価の理由 

全国の情勢及び官公庁の情報は法人本部で収集し、当園として藤沢市情報収集を担当し、藤沢市の各種情報は

メール等で入手し、保護者等からの情報も分析し、法人本部へ報告しています。分析情報等は法人の園長会等で

情報交換を図り、電子メールでもタイムリーな情報を提供し合い、把握しています。事業状況の分析は法人本部

で行い、事業計画、事業報告については各園の計画、報告を集積し、法人で事業計画、事業報告として策定し、

理事会にて指導・承認を得ています。社会情勢や保育園に求められている姿等は会議等で職員に伝えています。 

 

【3】 Ⅰ-2-（1）-②  経営課題を明確にし、具体的な取組みを進めている 

評価結果 A 

評価の理由 

事業計画の進捗状況については、毎月、会計事務所に園の財政状況を報告し、課題がある場合は指導を受けて

います。事務長は毎月まとめた内容を理事会に報告し、理事会で経営課題の抽出と解決に努めています。年 1 回、

法人内監査を公認会計士により受けています。組織体制として、各保育園に事務長を設置し、保育実務について

は園長の所管事項、会計面に関しては事務長が責任を持ち、法人及び各園の事務長で経営及び経理を担当する体

制を敷いています。運営・保育・調理等に関する課題は、会議等で担当者に指導及び指示を行う体制で取組んで

います。 

 

3 事業計画の策定 

（１）中・長期的なビジョンと計画が明確にされている 

【4】 Ⅰ-3-（1）-①  中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている 

評価結果 B 

評価の理由 

中・長期ビジョン及び計画については、基本的に法人本部が担当し、法人理事会で決定しています。各保育園

は年間予算に沿い、園運営を実施する体制です。法人としてのビジョンは法人の園長会等で周知され、具体的な

内容は法人本部所管となっています。但し、当園の中・長期計画として人材育成計画を加え、中・長期計画を立

案し、理事会にて指導を受け、実行しています。 

 

【5】 Ⅰ-3-（1）-②  中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている 

評価結果 A 

評価の理由 

単年度計画は、法人本部の事業計画及び前年度の園の事業計画の反省を基に全体的な計画に沿って策定してい

ます。事業計画は、経営面の事業計画と全体的な計画・年間指導計画の２本立てとし、実質的には年間カリキュ

ラムを中心に園運営を実施しています。年間指導計画の元となる全体的な計画の策定については、素案を作成し、

全職員に提示して意見を出し合い、地域の災害の可能性、地域性を加味して策定しています。 

 

 



7 

 

（2）事業計画が適切に策定されている 

【6】 Ⅰ-3-（2）-①  事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ、 

職員が理解している 

評価結果 A 

評価の理由 

事業計画は、職員に会議や研修会で項目別に理解しやすいよう説明し、周知しています。法人の事業計画書及

び法人系列各園の事業計画書及び事業報告書は、法人ホームページに公開しています。当園の具体的な計画は、

事業計画とは別に全体的な計画を各年齢に展開した指導計画を策定し、月案、週案に展開して保育を進めていま

す。立案については各担当の反省意見を踏まえて検討し、会議や日々保育の中での取組みを年度末に集約して次

年度につなげています。 

 

【7】 Ⅰ-3-（2）-②  事業計画は、保護者等に周知され、理解を促している 

評価結果 A 

評価の理由 

当園は平成 28 年４月に藤沢市立保育園から民営化された園であり、保護者会も引き継いでおり、保護者会と

の話し合い及び結果は文書化して保管しています。事業計画は、保育説明会、懇談会等で年間計画と併せて説明

を行っています。 

 

4 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 

（１）質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている 

【8】 Ⅰ-4-（1）-①  保育の質の向上に向けた取組みが組織的に行われ、機能している 

評価結果 A 

評価の理由 

保育の質の向上については、法人で作成された自己評価表を活用して職員一人ひとりの目標設定を行い、科学

的に PDCA サイクルにより質の向上を目指しています。自己評価表は保育士用・看護師用・栄養士用の評価表

が整備され、令和２年度 12 月から評価を開始しています。自己評価の流れでは、期初に自己目標を設定及び提

出を行い、年の中間と年度末に園長、副園長、主任で職員との面談を実施し、面談結果は法人本部に報告し、昇

給・昇格に反映させています。園自体の評価は、基本的に年間指導計画で行い、今回の第三者評価での課題、評

価結果についても分析及び検討を図り、組織として課題を明確にし、対応して行く予定です。 

 

【9】 Ⅰ-4-（1）-②  評価結果にもとづき保育所として取組むべき課題を明確にし、計画的な 

改善策を実施している。 

評価結果 B 

評価の理由 

前年度について年度末の反省と分析から課題を明確にし、改善を実施しています。短期の課題については、基

本的に速やかな改善に努め、長期に及ぶ内容については年間指導計画に組み込み対応しています。個々の課題改

善については、園長、副園長、主任と連携を取りながら、評価やヒアリングを通じて職員の意見や思いを受け止

め、その都度問題解決を図っていますが、まだ改善計画等の取組みに不十分なところが見受けられ、改善が期待

されます。また、係、クラスの話し合い、事故報告、ヒヤリハット報告等は記録を取り、共有化しています。 
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共通評価Ⅱ 組織の運営管理 

 

１ 管理者の責任とリーダーシップ 

（１）管理者の責任が明確にされている 

【10】 Ⅱ-1-（1）-①  施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている 

評価結果 A 

評価の理由 

園長は、前園長の引き継ぎを受け、法人の方針を習得し、方針に沿って現状の保育の見直しを行い、会議等で

全職員へ周知を図り、実践へと牽引しています。法人の方針は、「法人の宝は職員、保育園の宝は子ども」であ

り、新年度会議や職員会議で方針を示し、職員一人ひとり、子ども一人ひとりを大切にした園運営実施に努めて

います。また、職務分掌を明確にし、文書化して会議で周知徹底を行い、園長不在時の代行は副園長、主任に権

限を委譲し、自らの役割と責任の理解を図っています。 

 

【11】 Ⅱ-1-（1）-②  遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている 

評価結果 B 

評価の理由 

遵守すべき法令等について、園長は熟知し、職員に対して研修等で伝えています。法人本部では各園の事務長

を統括する機能を有し、幹部職員と連携を図りながら法人全体で法の遵守に取組んでいます。園長は法令遵守の

観点で経営に関する研修や勉強会に参加して研鑽を図っています。また、必要に応じて遵守すべき法令を職員に

示しています。 

 

（2）管理者のリーダーシップが発揮されている 

【12】 Ⅱ-1-（2）-①  保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮している 

評価結果 A 

評価の理由 

保育の質の向上に関しては、日々の保育記録や計画等に目を通し、必要に応じてアドバイスやコメントをする

ようにしています。月１回、チーフ会を設け、保育の問題点や評価できる点を話し合い、チーフは各クラスで保

育の見直しを図り、質の向上に努めています。園長は、職員一人ひとりの心身面に配慮し、声かけを心がけ、主

任と共に各クラスの指導に当たりながら保育の質の向上に努めています。コロナ感染症対策においては、環境整

備、消毒、手洗い、マスク着用等を徹底し、国の動向や市からの情報を基に、保護者にも情報提供を行い、蔓延

防止に努めています。地域に関しては 1 歳から一時預かりを行い、限定した保育士を担当制とし、園長、主任も

状況確認をしながら支援する等、園全体として運営に尽力しています。 
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【13】 Ⅰ-1-（2）-①  経営の改善や業務の実効性を高める取組みに指導力を発揮している 

評価結果 A 

評価の理由 

園長は、事務長、副園長と連携を取りながら人事・労務・財務に取組み、職員一人ひとりが力を発揮できるよ

う、良いところを見つけ、前向きに捉えるよう指導に当たり、働きやすい環境整備に取組んでいます。また、次

年度に向けて職員の詳細な動き、適材適所の人員配置等を工夫して進めています。昇給規定の処遇改善Ⅰ・Ⅱよ

り、昇給制度を活用して定着率、モチベーション向上につなげるよう指導に当たっています。 

 

2 福祉人材の確保・育成 

（１）福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている 

【14】 Ⅱ-2-（1）-①  必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取組 

みが実施されている 

評価結果 B 

評価の理由 

人材確保については、中・長期計画で採用計画を示していますが、保育士は不足状態にあるのが現状です。人

材確保の工夫では、用務担当に障がい者雇用を行う他、定年の延長制度も導入しています。コロナ禍を考慮しな

がら、園長以下幹部も保育に入り、子どもたちと触れ合う機会も設けています。辞めない職場作りを心がけ、離

職者が出た場合には、速やかにハローワークや養成校への求人を行っています。職員や知人からの紹介も歓迎す

る等、工夫をして取組んでいます。さらに幅を広げた取組みに期待いたします。 

 

【15】 Ⅱ-２-（１）-②  総合的な人事管理が行われている 

評価結果 A 

評価の理由 

法人が定める「期待する職員像」は 100 項目設けられており、内訳では保育理念 6 項目、社会人としての責務

19 項目、保育技術 17 項目、指導・計画他 8 項目、保健・美化 22 項目、保護者・地域 25 項目、その他 3 項目と

なっています。各項目は新入職員から副主任まで同様とし、点数方式で評価につなげています。但し、分野の異

なる看護師、栄養士は内容が異なった「期待する職員像」とし、主任以上を含め、異なる評価表が設けられてい

ます。人事基準、給与テーブル表は就業規則に定められ、職員にも明確にしています。法人の理念・基本方針、

「期待する職員像」は、職員がいつでも目に触れられるよう掲示しています。職員に求められる姿は、法人研修

等で周知し、また、自己評価（年末）を基にヒアリングを実施し、業務貢献度に応じた人事考課を行い、一時金

に反映しています。「期待する職員像」については、園内研修で職員が「なりたい職員像」について考える機会

を設け、理解を深めています。 
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（2）職員の就業状況に配慮がなされている 

【16】 Ⅱ-2-（2）-①  職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場作りに取組んでいる 

評価結果 A 

評価の理由 

勤務表により有給休暇取得状況、残業の公平さを確認し、職員からの有給休暇等の要望については可能な限り

シフトの調整を行い、取得できるよう配慮しています。年休取得が少ない職員については、勤務表作成時、主任

を中心に、有給休暇の取得を促しています。体調が優れない職員には休暇を取れるよう配慮しています。また、

年 2 回職員との面談を設け、職員の意向等を把握し、要望に関しては受け入れるよう努めています。職員のメン

タル面のケアについては、看護師は随時、相談できる体制とし、年１回健康診断を実施して、結果を基に地域産

業保健センター産業医に相談・指示を仰ぎ、結果については衛生推進者の看護師より各職員に報告・指導を行っ

ています。インフルエンザワクチンの接種、定期的な健康診断、血液検査等は福利厚生で実施する等、心身の健

康確保に努めています。特に、単身上京の保育士の心の健康にも気を付けています。ワーク・ライフ・バランス

では、子どもを持つ保育士等については就業定時で帰宅できるようシフトの配慮を行っています。入職者は、奨

学金返済の補助制度があり、入職して 5 年まで一部保障されます。 

 

（3）職員の質の向上に向けた体制が確立されている 

【17】 Ⅱ-2-（3）-①  職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている 

評価結果 B 

評価の理由 

法人の理念、当園の職員の理想像を事務室や休憩室等に掲示し、会議でも伝え、共通認識が図れるよう促して

います。個人の目標設定については、法人で検討中であり、実施に向けて取組んでいます。年 2 回の自己評価の

面談は園長、副園長、主任で実施し、職員一人ひとりに目指す姿や取組みを設定して相談・助言を行っています。

職員一人ひとりの育成に向け、幹部職員を中心に指導に当たっています。 

 

【18】 Ⅱ-2-（3）-②  職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が 

実施されている 

評価結果 A 

評価の理由 

保育所や保育士の目指す姿については年度初めの会議や通常の会議で伝えています。事業計画の中で研修内容

等を策定し、研修受講後は研修報告書を作成し、職員に回覧・周知しています。園内研修等は今年度の保育園の

課題の中から幹部職員が立案して実施しています。法人主催でも全体研修や階層別研修を実施し、理念、方針等

の浸透、保育の質の向上を目指した研修を行っています。研修については研修担当を定め、年間研修計画を策定

し、年度で行う外部研修をリストアップして参加者を募り、受講が必要と思われる職員に対しては積極的に促し

ています。園内研修は、職員へ学び、テーマの希望を募り、ディスカッションでは子どもに関する事例、職員を

中心とした事例を取り上げ、これにより職員が活発に意見を述べ合う成果が見られています。外部研修受講後は、

意見・レポートの提出を義務付け、伝達研修を実施し、知識・技術の共有を図っています。 
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【19】 Ⅱ-2-（3）-②  職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている 

評価結果 A 

評価の理由 

法人及び園として、個別職員の知識、技術水準、専門資格の取得状況等を把握しています。外部・園内研修は

計画に沿って受講の機会を確保し、職員の職務、必要とする知識・技術水準に応じた教育・研修を実施していま

す。また、コロナ禍により、職員の空いた時間にリモート研修を行い、成果を上げています。キャリアアップ研

修や園内研修等は就業時間内で受講できるように取組んでいます。研修参加者については偏りがないように配慮

し、自主参加もできるよう研修の情報の提供を行っています。 

 

（4）実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている 

【20】 Ⅱ-2-（4）-①  実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成について体制を整備し、 

積極的な取組みをしている 

評価結果 A 

評価の理由 

実習生については、今年度は既に 2 校から受け入れを行っています。実習については主任が担当し、実習生

の受け入れマニュアルを基に育成体制を整え、後進の育成に尽力しています。養成校の方針を尊重し、実習の

計画を立て対応しています。但し、コロナ禍のため、担当者と連携を図り、実習依頼校と十分な確認をした上

で受け入れを行い、園独自の健康チェック表にて実習生の健康管理に留意しています。実習では毎日反省会を

行う他、最終日には主任・担任が参加して懇談を行い、専門職としての助言、保育士育成に向けた指導、実習

生のフレッシュな意見を聞く機会を持っています。 

 

3 運営の透明性の確保 

（１）運営の透明性を確保するための取組が行われている 

【21】 Ⅱ-3-（1）-①  運営の透明性を確保するための情報公開が行われている 

評価結果 A 

評価の理由 

運営の透明性については、法人のホームページに理念、決算報告書、事業計画書、事業報告書等を公表してい

ます。また、ホームページ、Facebook に法人系列各園の日々の動向や動画を配信して保育の様子を発信してい

ます。評価に関する開示は福祉サービス第三者評価結果をかながわ福祉サービス第三者評価推進機構のホームペ

ージ、WAMNET、実施評価機関のホームページに公表予定にしています。 

 

【22】 Ⅱ-3-（1）-②  公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている 

評価結果 A 

評価の理由 

経営の透明性については、事務・経理・取引等に関するルールを定め、毎月、事務長・園長でチェックを実施

しています。また、年 1 回は外部の公認会計士からチェックを受ける等、適正な管理が行われています。園では、

月 1 回、会計事務所に財務状況のチェックを依頼し、相談・指導を受けています。指摘事項等は法人本部へ報告

を行い、事務長を中心に園長、副園長で改善事項の確認と実施を進めています。 
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４ 地域との交流、地域貢献 

（１） 地域との関係が適切に確保されている 

【23】 Ⅱ-4-（1）-①  子どもと地域との交流を広げるための取組みを行っている 

評価結果 Ｂ 

評価の理由 

比較的近所付き合いが見られる地域と考えられますが、核家族の家庭も多く、子育ち・子育ての支援が必要な

家庭も見受けられ、一時保育の利用可能な年齢になると申請する家庭も多々あり、発達の支援も含め可能な限り

受け入れや相談に対応したいと考えています。現在はコロナ禍により地域との連携や地域支援に制限があります

が、アフターコロナには地域開放や、地域に出向いていく交流を計画に沿って実施していきたいと考えています。

地域の情報等については、掲示や印刷物を設置し、また、個々の支援が必要な場合には資料を紹介する等、情報

提供を行っています。地域との交流では公民館活動への協力があり、今年は 2 回作品展を行いました。再開が可

能になった後は計画的に進めていかれることを期待いたします。 

 

【24】 Ⅱ-4-（1）-②  ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立して 

いる 

評価結果 B 

評価の理由 

コロナ禍ではありますが、継続して中・高校生の体験学習は受け入れて行く意向でいます。また、今後、畑

の耕作でのボランティアの可能性も考えられます。お話し会、陶芸、茶道等のボランティアも受け入れていま

すが、明文化はしていません。また、アフターコロナには保護者ボランティア等の協力依頼を行い、共に子育

てに取組んでいきたいと考えています。陶芸窯の貸し出し、隣の高齢者住宅（サービス付高齢者住宅）との交

流等も復活したいと考えています。 

 

（2）関係機関との連携が確保されている 

【25】 Ⅱ-4-（2）-①  保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切 

に行われている 

評価結果 A 

評価の理由 

地域の関係機関・団体については、病院、藤沢市役所、総合療育相談センター、消防署、警察等のリスト化を

図り、活用できるようにしています。さらに一時預かりの受け入れをしています。行政から送られてくる関係機

関の資料等は、保護者が手に取りやすい玄関に置き、状況に応じて個別に資料の提供や情報提供を行っています。

一時保育については、1 歳から預かっています。虐待が疑われる子どもについては、藤沢市の関係機関や児童相

談所と連携を図り、情報交換を行っていきます。 
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（3）地域の福祉向上のための取組を行っている 

【26】 Ⅱ-4-（3）-①  地域の福祉ニーズ等を把握するための取組みが行われている 

評価結果 A 

評価の理由 

地域の福祉ニーズの把握については、一時預かり事業の利用者や、地域の子育て親子の支援、地域支援を通し

てニーズを把握しています。また、園見学者に園のしおりやパンフレットを配付すると共に、質問や相談に応じ

る際にもニーズを把握しています。コロナ禍以前は、団地自治会の行事に参加して地域住民と交流を図り、園庭

開放時には地域の子育て世代の相談に応じる等、福祉ニーズの把握に努めていました。 

 

【27】 Ⅱ-4-（3）-②  地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われている 

評価結果 A 

評価の理由 

地域の福祉ニーズ等に基づく公益的な事業としては、一時保育事業を実施しています。また、地域の中学生や

高校生の職業体験の受け入れ、養成校の実習受け入れを行い、次世代育成に取組んでいます。公民館主催の子育

て支援事業の講師を行い、保育所の持つ知識を市民に提供したり、公民館祭りに参加し、保育園の紹介や情報の

提供を行っています。園舎屋上は津波避難ビルとして市の指定を受けており、災害時には行政の指示に従い、指

定された地域住民等の利用を可能とする予定としています。 

 

共通評価Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 

 

１ 利用者本位の福祉サービス 

（１）利用者を尊重する姿勢が明示されている 

【28】 Ⅲ-1-（1）-① 子どもを尊重した保育について共通の理解を持つための取組を行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

理念に、子どもを尊重した保育の実施を明示しており、保育説明会等でも子どもを尊重した保育内容を説明

しています。職員に対しては、主に新年度会議で周知し、必要に応じて会議等でも伝えています。園内研修、

法人主催の研修でも人権、子どもの権利、虐待、ハラスメント、就業規則等について理解を促しています。年

齢に応じた羞恥心に配慮した保育を心がけ、衣服着脱の際のカーテン使用、年齢に応じて身体測定時の男女別

の実施、おむつ交換の場所等に配慮しています。外国籍の子ども・保護者に対しては、理解し合えるコミュニ

ケーションの取り方・工夫を心がけ、取組んでいます。 
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【29】 Ⅲ-1-（1）-②  子どものプライバシー保護に配慮した保育が行われている 

評価結果 A 

評価の理由 

子どものプライバシー保護に関しては、衣服の着脱時にはカーテンを閉める、着脱の仕方への配慮、シャワー

時（幼児）は子ども自身で体を洗い、カーテン等で外部から見えないよう配慮しています。3 歳以上児のクラス

のトイレには扉を設け、プライバシー確保のため設備面も工夫しています。但し、2 歳児のトイレトレーニング

時期には、トイレ介助、見守る際は扉を外しています。個人情報に関する書類については施錠のできる書棚に保

管しています。また、日常の 0 歳児のお便り帳や、日々の送迎の確認事項等の名簿等の取り扱いにも充分注意

し、保育室等を職員が不在にする時は目につかないところに保管することを心がけています。 

 

（2）福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている 

【30】 Ⅲ-1-（2）-①  利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極的に提供している 

評価結果 A 

評価の理由 

保育所選択に必要な情報として、ホームページに保育園の概要、保育内容・様子、アクセス等を写真付きで掲

載しています。園見学の際は、園のパンフレット及び法人のパンフレットを手渡し、説明しています。利用希望

者については、個々に対応する等、4 月入園申し込み時期に合わせて、説明会を実施しています。また、藤沢市

から保育園紹介の広報紙が発刊され、当園の内容が紹介されています。 

 

【31】 Ⅲ-1-（2）-②  保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説明している 

評価結果 A 

評価の理由 

保育の開始・変更時は必要に応じて個人面談を実施し、詳細を説明する機会を設け、保護者に書面にて同意を

得ています。保育時間については、入所面接時や勤務変更届を受理した際に、保育時間＋通勤時間を基本として

個々の事情を把握して決定しています。延長保育については、申請書を提出してもらい決定書を交付しています。

基本的保育時間については入所面接時・懇談会で説明を行っています。 

 

【32】 Ⅲ-1-（2）-③  保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対応を行っている 

評価結果 Ｂ 

評価の理由 

進級に向けて、健康管理表、児童表を完結させ、新旧の担任間で引継ぎを行っています。卒園児については、

就学先に対して保育所児童保育要録を提出しています。保育所の利用終了時には、子どもや保護者に対して相談

方法・担当者については口頭で説明をし、保育所児童保育要録を活用して継続的な支援が可能なようにしていま

す。コロナ以前は、夏祭り等に卒園児の参加を促し、交流ができる機会を設けていました。今後、文書化をされ

ると尚良いでしょう。 
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（3）利用者満足の向上に努めている 

【33】 Ⅲ-1-（3）-①  利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている 

評価結果 B 

評価の理由 

計画的に満足度調査の実施はしていませんが、保護者会、保護者懇談会、個人面談、送迎時での会話や連絡帳

等を通して保護者の意向・満足度を把握し、意見も聞く機会を設けています。意見等は、具体的に園の改善につ

なげるよう努めています。個人的にはコドモン（保育業務支援アプリ）や送迎時に意見・感想が寄せられること

があり、内容に応じて担当職員や園長が対応しています。保護者会の会合や相談・報告は、副園長を窓口にて対

応しています。子どもの満足度は日々の保育を通して確認するようにしています。 

 

（4）利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている 

【34】 Ⅲ-1-（4）-①  苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している 

評価結果 A 

評価の理由 

苦情解決の体制として、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置を行い、掲示を行い、玄関に「ご

意見箱」を設け、意見が述べられる体制を整備しています。また、法人にも苦情窓口を設け、園玄関に掲示して

周知しています。苦情内容については記録及び保管し、改善に努めると共に類似内容の改善にも活用しています。

苦情の内容及び対処・解決の結果は、苦情を申し出た保護者等に配慮した上で公表し、保育の質の向上に役立て

ています。全体への周知が必要な場合はコドモン等を利用して保護者にお知らせし、理解を求めています。 

 

【35】 Ⅲ-1-（4）-②  保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保護者等に周知し 

ている 

評価結果 A 

評価の理由 

保護者から相談・意見を受けた場合は、相談相手、時間帯の選択、同席確認、対面、リモート等の希望を聞き、

必要に応じて園長室等、他の保護者に知られないよう配慮を行い、対応しています。相談等の対応の他、日常的

に、保護者が話しやすい雰囲気作りに努め、相談や意見を述べやすい環境を整備しています。 

 

【36】 Ⅲ-1-（4）-③  保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している 

評価結果 B 

評価の理由 

基本的に苦情対応と同様に対応しています。保護者からの相談や意見に対しては、組織的に且つ、迅速に対

応するよう心がけています。意見箱の設置や、アンケートの実施、対応マニュアルの準備を行い、速やかに的

確に対応するよう全体で努めています。コドモンでも意見を聞く体制を取っています。寄せられた意見に対し

ては速やかに返事ができるよう検討を図り、対応に時間を要する場合は理由と目安の期間を伝え、安心を提供

するようにしています。 
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（5）安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている 

【37】 Ⅲ-1-（5）-① 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメント体制 

が構築されている 

評価結果 A 

評価の理由 

リスクマネジメントに関しては、安心・安全な福祉サービスの提供を目的とした安全点検係を設定し、担当者

が事故防止の為の安全点検を月 1 回行い、改善が必要な場合は修繕を行っています。園内の危険箇所の情報は職

員に周知を行い、危険防止に努めています。その他、ヒヤリハット報告、事故報告書を作成し、改善策等を検討

し、会議又は回覧で周知しています。事故発生時にはマニュアルに沿って対応と安全確保の責任、手順を明確に

して再発防止に努めています。SIDS については、睡眠チェック表を活用して午睡時の呼吸チェックの確認及び

記録を行い、子ども一人ひとりの状態を把握し、事故防止に努めています。 

 

【38】 Ⅲ-1-（5）-②  感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のための体制を整備 

し、取組みを行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

感染症マニュアルを整備し、感染症発生時には発生状況に応じてマニュアルに沿い、適切に対応を行っていま

す。看護師が中心となり園舎の消毒も行っています。感染症が予想される時期や、発生が見られた際には、作成

した感染症の内容・対応方法のマニュアルを基に保護者に情報を提供しています。職員に対しては、園内研修で

嘔吐処理対応、AED の使い方、エピペン使用方法、救命救急法・心臓マッサージ等の習得を行い、知識・技術

の研鑽を図っています。コロナ禍においては、国の動向や藤沢市からの情報をキャッチし、感染・蔓延予防を十

分に行い、感染拡大防止に努めています。 

 

【39】 Ⅲ-1-（5）-③ 災害時における子どもの安全確保のための取組を組織的に行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

災害時は災害対応マニュアルに沿って対応できるよう周知を図り、安全確保に取組んでいます。また、消防

計画や避難確保計画を立案し、行政の各部署に届け出をしています。月 1 回避難訓練を実施し、住宅地を考慮

して火災を想定した訓練を中心とし、津波警戒区域でもあるので、災害時は園舎屋上への避難ができるように

し、大津波警報発令時は隣接の高齢者住宅への避難の依頼も行っています。隣接施設との合同避難訓練はコロ

ナ禍で実施できていませんが、津波避難訓練は実施しています。安否確認の方法は、保護者へ懇談会等で周知

を行い、年 1 回引き渡し訓練も実施しています。消防署とは年 1 回合同訓練を行い、指導を受けています。マ

ニュアルに沿い、職員の役割分担を提示し、訓練を通じて確認しています。 
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２ 福祉サービスの質の確保 

（１）提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している 

【40】 Ⅲ-２-（1）-①  保育について標準的な実施方法が文書化され保育が提供されている 

評価結果 A 

評価の理由 

マニュアル類、指導計画類は完備されています。マニュアル類には子どもの尊重、プライバシーの保護、権利

擁護に関する姿勢を明文化し、園内研修や OJT により職員に周知徹底を図っています。標準的な実施方法につ

いては、年度初めに職員間で話し合いの機会を設け、共通認識を図っています。年度末には振り返りを行い、必

要に応じて改定を行っています。マニュアルに基づいて保育の質の向上を図りつつ、子どもの希望に沿って柔軟

に保育を進め、画一的な保育は行っていません。また、保護者会との連携により、提案や意見を受けた場合は検

討を図り、マニュアルの改定に加えるようにしています。 

 

【41】 Ⅲ-２-（1）-②  標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している 

評価結果 A 

評価の理由 

保育の標準的な実施方法（マニュアル）に関しては、職員会議・保育内容会議・食育保健衛生会議等で課題に

ついて話し合い、年間指導計画の振り返り、職員からの意見等を検討及び反省を行い、抽出した課題を基に見直

しを行っています。その際、保護者からの意見や提案があった場合は検討に加え、改定の際は職員の意識統一を

図っています。 

 

（2）適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている 

【42】 Ⅲ-２-（2）-①  アセスメントにもとづく指導計画を適切に作成している 

評価結果 A 

評価の理由 

年間指導計画については、昨年度の全体的な計画、年間指導計画の反省、今年度の年間指導計画策定のための

アセスメント等の情報を基に策定しています。年間指導計画は年間・月間・週案に立案し、基本的には月間・週

案レベルで話し合いを行い、必要に応じて振り返りを行っています。園の年間指導計画に沿って各クラスの年間

指導計画を作成し、各職種が参加して会議を行い、意見交換等の上、主任・園長が承認し決定しています。立案

時、反省時には必要に応じて主任、園長が評価、コメントを行っています。 

 

【43】 Ⅲ-２-（2）-②  定期的に指導計画の評価・見直しを行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

年間指導計画は月・週・期ごとに実施状況等を振り返り、評価すると共に、計画についての見直しを行ってい

ます。変更した内容は、保育内容検討会議等で周知・確認を行っています。年間指導計画については変更は行わ

ず、月案、週案レベルで変更を行い、次年度の変更へと組み込むようにしています。 

 

 

 



18 

 

 

（3）福祉サービス実施の記録が適切に行われている 

【44】 Ⅲ-２-（3）-①  子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有 

化されている 

評価結果 B 

評価の理由 

子どもの発達状況や生活状況等については、児童表・個別記録・個別カリキュラム・月案・週案で子どもの状

況を把握し、記録しています。カリキュラム記入の仕方についてはマニュアル化を図り、全職員で共有していま

す。実施情報は、各会議において職員に伝え、共有化を図っています。また、コドモンの入力画面は職員誰でも

見る事ができ、共有化が図られています。記録の内容については多少の差が見られ、記録の記入方法、保育の捉

え方の研修を行う計画を進め、統一を図るよう期待されます。 

 

【45】 Ⅲ-２-（3）-②  子どもに関する記録の管理体制が確立している 

評価結果 A 

評価の理由 

個人記録の管理体制については、記録の管理責任者を園長とし、児童表等の子どもに関する記録は全て施錠

できるロッカーに格納しています。職員に対しては、園内研修で個人情報の取り扱いについて理解を促してい

ます。新年度会議や職員会議等を通じて個人情報に関する事柄を伝え、保護者には重要事項説明書、園のしお

り等で説明し、書面にて同意を得るようにしています。子どもの写真等の使用同意については、同意が得られ

ない場合は使用する写真に十分注意を払っています。同意を得ている場合でも個人がわかる写真を使用する際

は、保護者に必ず確認をしています。 
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内容評価 A－１ 保育内容 

 

A－1－（１） 全体的な計画の作成 

【A1】 A-1-（1）-①  保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの心身の発達や家

庭及び地域の実態に応じて全体的な計画を作成している 

評価結果 B 

評価の理由 

全体的な計画策定に当たっては、原案をリーダー会議で作成し、職員会議で意見交換を図り、会議での意見

を加味して策定しています。全体的な計画は、職員会議で全職員へ周知し、年間指導計画・月間指導計画・週

案を作成して日々の保育を展開しています。職員は話し合いながら保育に当たっていますが、全体的な計画に

ついて、より深掘りをしていく必要性を感じるケースもみられます。また、基本になる法令等についても日々

の保育の中で意識は持ちながらも十分とは言い切れない面があり、日々、保育の話し合いの中で取り入れ、意

識する風土作りが今後の課題として期待いたします。 

 

A－1－（２） 環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開 

【A2】 A-1-（2）-①  生活にふさわしい場として、子どもが心地よく過ごすことのできる環

境を整備している 

評価結果 B 

評価の理由 

当園では特に、大切にしたい項目として捉えています。民営化の際に新園舎を建て、幼児保育室には小部屋

を設ける等工夫が成され、広い園庭や畑等、良い面をたくさん有した園として、これらの恵まれた環境を有効

活用していくのが当園の課題であると考えます。職員は日々切磋琢磨しながら取組んでいますが、さらに検討

余地はあり、子どもたちが安心して意欲的に活動できる空間作りを、今後も課題の１つとして取組んでいかれ

ることを期待いたします。また、全体の敏活な認知状況を作り出すよう個々の自覚の促しについても期待され

ます。特長的な保育室の造りを生かす工夫は残されており、今後の対応により保育の広がりが期待できます。

衛生面では、室内玩具の消毒を毎日行い、空気清浄機の設置、常時自然換気に配慮しています。 

 

【A3】 A-1-（2）-② 一人ひとりの子どもを受容し、子どもの状態に応じた保育を行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

子どもの発達と発達過程、家庭環境等から生じる一人ひとりの子どもの個人差を把握し、子どもの状態に合わ

せた気持ちや欲求を受け止め、丁寧な保育を行っています。乳児クラスでは、家庭に居る時と同じように、安心

して過ごせるよう配慮し、細やかに子どもの成長や気持ちを感じ取れるよう担当制保育を行っています。職員に

対しては、研修、カンファレンスを行い、急かす言葉や静止させる言葉が保育の中で聞かれないよう、慌てず子

ども一人ひとりに対応できるゆとりを持つよう指導し、会議等で見直しを行っています。当園の職員として最も

意識している項目として、「穏やかに落ち着いて伝える言葉遣い」を大切にし、人格否定の言葉がけは決してし

ないように注意し合っているのは素晴らしい点です。 
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【A4】 A-1-（2）-③  子どもが基本的な生活習慣を身に付けることができる環境の整備、援

助を行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

子どもが基本的な生活習慣を身につけることができるよう、職員は注力して保育を行っています。職員間で

気づきを大切にし、互いに注意し合いながら意識を向上させ、より良い取組みに努めています。家庭と連携を

図り、必要に応じて保護者との話し合いや個人面談を行い、コドモンで悩みを聞き、職員が返答する等、家庭

と共に取組めるよう援助に努めています。職員は、自分でやろうとする子どもの気持ちを尊重し、一人ひとり

ができるようになることを視野に入れて援助しています。子どもたちが主体的に活動できる環境を整え、子ど

もの体調や動きに合わせて活動内容の調整や休息を取り入れ、バランスの取れた保育を行っています。 

 

【A5】 A-1-（2）-④  子どもが主体的に活動できる環境を整備し、子どもの生活と遊びを豊

かにする保育を展開している 

評価結果 A 

評価の理由 

3 歳児から 5 歳児の保育室には小部屋が設置され、室内で小部屋やコーナーを活用して子どもたちが遊びを

選択し、遊び込める環境を整備して自由に表現活動が体験できるようにしています。天気の良い日は、戸外に

出かけ、散歩や園庭での遊び、畑遊び等を行っています。また、小部屋は遊びを継続できるようにしていま

す。挨拶や人との接し方については、職員が手本となって率先垂範しています。子どもの自主的な活動援助が

職員の大切な支援と考えながらも、子どもの思いを大切にし、気持ちを確認しながら日々保育に当たっていま

す。 

 

【A6】 A-1-（2）-⑤  乳児保育（０歳児）において、養護と教育が一体的に展開されるよう

適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している 

評価結果 A  

評価の理由 

０歳児クラスは定員 9 名であり、愛着関係の醸成が最も大切な時期であることを踏まえ、家庭で過ごしてい

るように安心・安全に配慮し、保育士の担当制を取り入れて丁寧に保育に当たっています。特に、０歳児や月

齢の低い１歳児は個々の生活リズムを大切にして保育を行い、子どもと担当保育士との相性を見極めながら柔

軟に対応しています。保育室の環境については、室内にマットやクッションを置き、ゆったりと過ごせる工夫

をしています。保育士は笑顔を絶やさず、穏やかな表情で保育に当たっているのを確認しました。今後も日々

の保育の中で確認し合い、研鑽を図り、さらなる質の向上に期待いたします。  
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【A7】 A-1-（2）-⑥  3 歳未満児（1・2 歳児）の保育において、養護と教育が一体的に展開

されるよう適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している 

評価結果 A 

評価の理由 

１・２歳児の保育については、年齢・成長・発達に沿い、自分でしようとする気持ちを大切にし、子どもの

自我の育ちを受け止め、適切に関わりを持つよう心がけています。自発的な探索活動等楽しめる環境を整え、

園庭では起伏のある構造を楽しみ、子どもがしようとする遊びを見守り、自発的な遊びや創造的な取組みがで

きるよう援助しています。また、職員の配置を工夫し、他クラス、全職員が全体に気配りしながら保育を心が

けています。保護者とは、朝・夕の受け入れ、連絡帳を通して情報交換を行い、連携を図っています。継続し

て安全に配慮しながら子どもたちの探索活動ができるような環境整備に努めて行きます。 

   

【A8】 A-1-（2）-⑦  3 歳以上児の保育において、養護と教育が一体的に展開されるよう適

切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している 

評価結果 A 

評価の理由 

新年度当初は、進級児及び新入園児の受け入れを踏まえ、子どもの情緒安定を図るよう留意し、畑や小部屋

等を活用して子ども一人ひとりが自由に遊びを選択して過ごせるよう環境に配慮しています。3 歳児には興

味・関心のある遊びを選択できる環境作りを行い、職員は一人ひとりと向き合って関わるようにしています。4

歳児では、集団活動体験の機会を設け、小集団の関わりの中で友だちと良好な関係を築けるよう支援しながら

進めています。5 歳児は、自主的に子ども同士で話し合い、グループ活動を集団で取組めるよう指導していま

す。コロナ禍により地域・小学校等の交流・連携が不十分ですが、小学校とは手紙で交流等を行い、5 歳児が

小学校についての質問を出し、1 年生が細かく答えてくれる等、良好な交流が図れています。アフターコロナ

にはより積極的な関わりが期待されます。 

 

【A9】 A-1-（2）-⑧  障害のある子どもが安心して生活ができる環境を整備し、保育の内容

や方法に配慮している 

評価結果 B 

評価の理由 

園舎はバリアフリーであり、エレベーター、障害者用トイレも完備しています。保育室は 1 階に 0 歳から 2

歳児、2 階に 3 歳から 5 歳児の保育室があり、各階中央にホール・ランチルームを設け、広々とした余裕のあ

る園舎です。障がい児保育では、「障がい児もみんなで育ちあう」ことを大切に、他児との統合保育を行い、集

団生活の中で互いに様々な経験や刺激を受けられるよう取組んでいます。気になる子どもについては会議等で

ケースを伝え合い、全体で共通認識を図り保育を行っています。保護者とは密に連携を図り、該当児に応じた

配慮を行い、他保護者へは日々の保育の中で自然な形で理解してもらうようにしています。次年度の引継ぎは

情報共有をしています。アレルギー児に関しては保護者に対し、配慮に関する協力をお願いしています。さら

に、関係機関との連絡・連携を深めていかれると尚良いでしょう。 
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【A10】 A-1-（2）-⑨  それぞれの子どもの在園時間を考慮した環境を整備し、保育の内容や

方法に配慮している 

評価結果 B 

評価の理由 

それぞれの子どもの在園時間を考慮し、家庭的でゆったりと過ごすことができるよう環境整備に努め、子ども

の体調や疲労を考慮して対応するようにしています。保育内容会議等で、朝・夕保育時間での気になる子どもの

姿等を話し合っています。しかし、変則勤務の担当職員を活用した保育において、連続性や計画性に欠けるケー

スも見受けられ、改善を期待いたします。乳児については、可能な限り小集団を基本とし、時間によっては賑や

かな中での保育となることもありますが、様子から異年齢児との遊びを楽しんでいる姿が見られます。合同保育

に移る際は、職員間の引き継ぎを動向表、引継ぎ簿を活用して行い、保護者への連絡・伝達を漏れのないよう努

めています。補食やおやつは、アレルゲンフリーのおにぎりや米粉蒸しパン等、調理士が手作りでおいしく・安

全に提供しています。 

 

【A11】 A-1-（2）-⑩  小学校との連携、就学を見通した計画に基づく、保育の内容や方法、

保護者との関わりに配慮している 

評価結果 A 

評価の理由 

保護者へは懇談会等で小学校の情報を提供したり、教育委員会からのお知らせを提示しています。第一子の

家庭には、さらなる支援も必要と考えています。コロナ禍により、小学校との連携が不十分ですが、コロナ禍

収束後は交流を積極的に行っていくことを小学校とも話しています。保育所児童保育要録については、担任を

中心に主任や元担任の意見を聞きながら作成し、管理職が確認して就学先へ提出しています。1 月頃には就学

先を訪問し、書類を基に情報交換を行い、スムーズに学校生活がスタートできるよう対応しています。 

 

A－1－（3） 健康管理 

【A12】 A-1-（3）-①  子どもの健康管理を適切に行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

事故防止、散歩、衛生管理等のマニュアルを整備し、マニュアルに沿った健康管理を行っています。看護師は、

子どもの健康状態等を保育士と共に把握し、日々の健康管理や、情報提供、衛生管理情報を職員に伝え、指導に

努めています。保護者に対しては、保育説明会で感染症予防や登降園の基準等を周知し、毎月の保健便り、感染

情報提供等をこまめに行い、注意喚起をしています。健康面で配慮が必要な子どもについては、会議や朝礼等で

職員に周知を行い、安全・安心に生活できるよう配慮しています。予防接種状況等は、保護者に確認しています。

健康管理に関しては、保健年間計画を作成し、保育に反映させています。職員は園内研修で AED 使用法や、エ

ピペンの取り扱い、人工呼吸法、嘔吐処理等の知識・技術の習得に努めています。園内で感染症が発生した場合

は、感染の種類、クラス、人数等の情報を掲示し、注意喚起及び蔓延防止に努めています。SIDS については、

呼吸チェック表を使用して時間でチェック・記録を行い、予防しています。 
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【A13】 A-1-（3）-②  健康診断・歯科健診の結果を保育に反映している 

評価結果 A 

評価の理由 

０歳児から 5 歳児まで、嘱託医による健康診断を定期的に実施しています。歯科健診も年 2 回行い、受診後は

健康管理表に記録し、速やかに保護者に受診結果を伝えています。健康診断欠席児童については、半期に 1 度の

受診が可能になるよう嘱託医院にて健診を行えるようにしています。嘱託医からの指導がある場合は職員間にも

会議や朝礼等を利用して周知しています。 

 

【A14】 A-1-（3）-③  アレルギー疾患、慢性疾患等のある子どもについて、医師からの指示

を受け適切な対応を行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

アレルゲンフリー食を提供しており、アレルギーを持つ子どもに配慮しています。アレルギー対応マニュアル

を整備し、アレルギー除去食一覧を活用して毎月、会議で報告し、園全体で情報共有を図っています。園内研修

でアレルギーについて知識を学び、研鑽を図っています。新入園児面談や懇談会ではアレルギー児が在籍してい

ることを伝え、保護者に理解と協力を求めています。アレルゲン食品提供時には、献立を使用したチェック表で

確認を行い、誤食がないよう十分注意しています。アレルギー児については医師の指示書類等提出してもらい、

管理職・看護師・栄養士・担任・保護者で話し合い、内容は職員に周知しています。クッキング保育等では、通

常の食材以外を使用する場合は必ず該当児の保護者に確認を取り、事故防止に努めています。給食の提供におい

てはガイドラインに従い、アレルギー対象食品がない場合でも別トレイで提供するよう留意しています。災害を

想定して、アレルギー児とわかるように訓練時も保護者の了解を得てビブスの着用を行っています。 

 

A－1－（4） 食事 

【A15】 A-1-（4）-①  食事を楽しむことができるよう工夫をしている 

評価結果 A 

評価の理由 

食に関する取組みでは、果樹が植栽された園庭で四季折々の実を収穫し、畑作、作物の収穫体験、そして、調

理で味わう季節の旬の野菜等の食材に触れ、親しみ、季節の味を食し、豊かな食体験を提供しています。野菜の

栽培や園の収穫物等を利用してクッキング保育等を行うことで、子どもたちの食への関心の高まりがみられま

す。梅干しや梅ジュース、味噌作り、干し柿等、日本の伝統的な食文化の伝承にも努めています。子どもたちが

調理体験後に親に働きかけ、家庭で作ったという報告も多く寄せられています。コロナ禍以前は保護者の試食会

を設けていましたが、現在は中止しており再開が期待されます。 
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【A16】 A-1-（4）-②  子どもがおいしく安心して食べることのできる食事を提供している 

評価結果 A 

評価の理由 

食育年間計画を策定し、計画的に食事提供を行っています。衛生管理は衛生管理マニュアルに沿い、安全・

衛生を徹底しています。栄養士は食事の状況を把握し、好き嫌いや喫食状況を確認して一人ひとりに合った食

事量で提供しています。また、検食簿及び喫食状況確認表を用いて、保育士と日々の食事の進み具合等を共有

しています。また、喫食状況は記録に残していますが、記録を生かせる書式等を検討しています。献立は、季

節ごとに旬の食材を取り入れ、子どもたちが楽しく食事できるよう献立の工夫、行事食等を取り入れて提供し

ています。食材は地域の専門店から購入し、人工着色料等を使用しない食材を採用して安心、安全な給食を提

供しています。乳児については離乳食食材チェックを行い、家庭と連携しながら進めています。幼児では、目

の前で調理員・保育士が配膳を行っています。子どもたちの食への関心を高める活動を積極的に行い、特にク

ッキング保育は大切な活動となっています。 

 

内容評価 A－２ 子育て支援 

 

A－2－（１） 家庭と緊密な連携 

【A17】 A-2-（1）-①  子どもの生活を充実させるために、家庭との連携を行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

園では、コドモンを活用して、家庭との情報交換・日々の保育の公開等を行っています。連絡アプリのみの

情報交換を補うよう、登降園時の連絡やリモートを中心とした個人面談、懇談会等を実施しています。公開保

育に参加ができない保護者については、動画配信を行い、園の様子を伝えるようにして理解を促しています。

今後、コロナ禍の状況を見て参観を検討しています。 

 

Ａ-２-（２） 保護者等の支援 

【A18】 A-2-（2）-①  保護者が安心して子育てができるよう支援を行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

保護者とは日々、コミュニケーションを図り、信頼関係の構築に努めています。日々、保護者に対して個人

面談や相談を受け付け、子育ての悩みや食に関する相談に丁寧に対応し、相談内容等は児童表に記録を残し、

必要に応じて職員に周知しています。相談内容によっては、主任や管理職・専門職が助言したり対応する等、

柔軟に対応しています。 
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【A19】 A-2-（2）-②  家庭での虐待等権利侵害の疑いのある子どもの早期発見・早期対応及 

び虐待の予防に努めている 

評価結果 B 

評価の理由 

家庭での虐待等権利侵害の疑いのあるケースに関しては、権利侵害の兆候を見逃さないよう、子どもの心身の

状態や態度、衣類等の変化に留意するよう職員間で努めています。受け入れ時の会話や、連絡帳で子どもの様子

を把握し、衣類の着脱時等に身体の観察を行うよう心がけています。虐待防止マニュアルを整備し、マニュアル

に基づいた対応を行い、発見された場合は速やかに園長・主任に伝える体制を整えています。児童相談所とは常

に情報交換を行い、保護者支援に努めています。関係機関からの連絡に対しては、関係職員や必要に応じて全職

員に周知し、見守りを強化しています。対象となる家庭の生活援助は関係機関と連携をとりながら対応するよう

にしています。今後、虐待等権利侵害に特化した園内・外部研修を受講する等して取組み、関係機関とのさらな

る連携体制を図るよう期待いたします。 

 

内容評価 A－３ 保育の質の向上 

 

A－3－（１） 保育実践の振り返り（保育士等の自己評価） 

【A20】 A-3-（1）-①  保育士等が主体的に保育実践の振り返り（自己評価）を行い、保育実

践の改善や専門性の向上に努めている 

評価結果 A 

評価の理由 

職員は、法人で作成された系列全園統一の自己評価表（7 分野、100 項目の評価表）にて自己評価を実施し、

今年度の目標を掲げ、年 2 回、園長、副園長及び主任との面談を実施しています。面談では、自己評価を基に保

育実践について、一人ひとりの専門性の向上を図る等、教育の一環として助言・指導を行い、評価を加えて法人

本部に提出し、昇格・昇給の判断材料につなげています。また、各職員の思いの確認等も行い、悩みや相談する

場となるよう、心身のケアにも配慮しています。 
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利用者家族アンケート調査結果 

施設名：たかすな保育園 

 

定員     113 名 

アンケート送付数（対象家庭数）     93 人 

回収率     83 ％（77 人） 

 

【利用者調査項目】                     ※上段人数、下段％で示しています 

問 1  この保育園のサービス内容について 知っている まぁ知っている あまり知らない 知らない 無回答 

問１-1 

 

保育方針・保育目標を知っていますか  29人 35 人 12 人 1 人 0 人 

38％ 45％ 16％ 1％ 0％ 

問 1-2 保育の内容について知っていますか 40 人 36 人 1 人 0 人 0 人 

52％ 47％ 1％ 0％ 0％ 

問 1-3 年間指導計画、行事計画について知って 

いますか 

38 人 28 人 11 人 0 人 0 人 

49％ 36％ 14％ 0％ 0％ 

問 1-4 費用や園の決まり事について知っていますか 31 人 35 人 11 人 0 人 0 人 

40％ 45％ 14％ 0％ 0％ 

 

問 2  日常の保育について 十分 概ね十分 やや不十分 不十分 無回答 

問 2-1 遊具や教材について 55 人 21 人 1 人 0 人 0 人 

71％ 27％ 1％ 0％ 0％ 

問 2-2 戸外遊びについて 57 人 16 人 4 人 0 人 0 人 

74％ 21％ 5％ 0％ 0％ 

問 2-3 季節や自然との触れ合いが保育の中に感じ 

られますか 

67 人 10 人 0 人 0 人 0 人 

87％ 13％ 0％ 0％ 0％ 

問 2-4 健康作りへの取り組みについて 55 人 21 人 1 人 0 人 0 人 

71％ 27％ 1％ 0％ 0％ 

問 2-5 給食の献立内容について 67 人 9 人 1 人 0 人 0 人 

87％ 12％ 1％ 0％ 0％ 

問 2-6 お子さんは給食を楽しんでいますか 65 人 10 人 2 人 0 人 0 人 

84％ 13％ 3％ 0％ 0％ 

問 2-7 基本的生活習慣の取り組みについて 54 人 22 人 1 人 0 人 0 人 

70％ 29％ 1％ 0％ 0％ 

問 2-8 保育中のケガ等に関する説明や対処について 56 人 15 人 5 人 1 人 0 人 

73％ 19％ 6％ 1％ 0％ 
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問 3  保護者と園との連携・交流について 十分 概ね十分 やや不十分 不十分 無回答 

問 3-1 送迎時の職員との会話や連絡帳、掲示物により 1日

のお子さんの様子がわかりますか 

35 人 31 人 11 人 0 人 0 人 

45％ 40％ 14％ 0％ 0％ 

問 3-2 園の様子や行事に関する情報提供について 43 人 27 人 7 人 0 人 0 人 

56％ 35％ 9％ 0％ 0％ 

問 3-3 懇談会や個別面談等での意見交換について 32 人 35 人 10 人 0 人 0 人 

42％ 45％ 13％ 0％ 0％ 

問 3-4 相談ごとへの対応について 45 人 29 人 3 人 0 人 0 人 

58％ 38％ 4％ 0％ 0％ 

 

問 4  保育園の環境等について 十分 概ね十分 やや不十分 不十分 無回答 

問 4-1 保育室、園庭について（清潔さ、掃除等） 62 人 13 人 1 人 0 人 1 人 

81％ 17％ 1％ 0％ 1％ 

問 4-2 外部からの防犯対策について 45 人 28 人 2 人 1 人 1 人 

58％ 36％ 3％ 1％ 1％ 

問 4-3 感染症の発生状況や注意事項の情報提供について 54 人 19 人 3 人 0 人 1 人 

70％ 25％ 4％ 0％ 1％ 

問 4-4 緊急時の連絡体制、周知、防災訓練等について 55 人 19 人 2 人 0 人 1 人 

71％ 25％ 3％ 0％ 1％ 

 

問 5  職員の対応について 満足 概ね満足 やや不満足 不満足 無回答 

問 5-1 職員はお子さんを大切にしてくれていますか 66 人 10 人 0 人 0 人 1 人 

86％ 13％ 0％ 0％ 1％ 

問 5-2 保護者に対する職員の対応や態度について 59 人 15 人 2 人 0 人 1 人 

77％ 19％ 3％ 0％ 1％ 

問 5-3 保育サービス提供方法の統一性について（どの職

員も同じように保育をしてくれているか等） 

48 人 26 人 2 人 0 人 1 人 

62％ 34％ 3％ 0％ 1％ 

問 5-4 お子さんは保育園で楽しく過ごしていますか 68 人 8 人 0 人 0 人 1 人 

88％ 10％ 0％ 0％ 1％ 

 

問 6  この園の総合満足度について 満足 概ね満足 やや不満足 不満足 無回答 

この保育園を総合的に評価すると、どの程度満足して 

いますか 

60 人 16 人 0 人 0 人 1 人 

78％ 21％ 0％ 0％ 1％ 
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施設名  社会福祉法人ユーカリ福祉会 たかすな保育園  

施設長名 瀬戸 冨美江                 

 

 

 

≪第三者評価を受審した感想・自己評価での取り組みの感想≫ 

 

 

 第三者の方々に保育内容や環境、書類関係を細部まで見ていただき、現状の課題が浮き彫りに 

なったことでより良い保育を目指すための宿題ができました。この宿題も職員全体で向き合い、高め

合っていきたいです。 

 

 保護者、職員の声が聞けたことで、温度差や評価、不足している部分など把握ができました 

ので、今後も利用者の満足度の向上、職員間のコミュニケーションの維持を心がけ、サービスを 

提供していきたい。 

 

 

 

 

 

≪評価後取り組んだ事として≫ 

 

 

１．保護者アンケートに出されていた危機管理の見直しと周知 

 

２．保育（行事マニュアル等）の見直し 

 

３．会議内容の見直し 

 

 

 

 


